
１.事務事業の目的・概要

２.成果参考指標

3.事業費 4.改善策の実施状況

5.評価時点での現状（客観的事実・データなどに基づいた現状）

①困っている「状況」

②困っている状況が発生している「原因」

③原因を解消するための「課題」

８．今後の方向性（課題にどのような方向性で取り組むのかの考え方）
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国への重点要望など様々な機会を通じ、地方の状況や各種制度の拡充・強化などについて、市町村や関係機関と連携しながら積極的に働きかける。

７.まだ残っている課題（現状の何をどのように変更する必要があるのか）
・各法に係る市町村計画は、必要に応じて全て
策定された。

・国の助成制度の活用
　・過疎地域等自立活性化推進交付金　   ４件
　（集落ネットワーク圏形成支援事業３件）
　　　松江市、益田市、海士町
　（過疎地域遊休施設再整備事業１件）
　　　川本町
　・「小さな拠点」を核とした「ふるさ
　　と集落生活圏」形成推進事業　　  　 １件
　　　海士町
　・半島振興広域連携促進事業費補助金　１件
　　　くにびきジオパーク推進協議会
　　　（構成市：松江市、出雲市）
　・山村振興交付金　2件
　　　江津市、雲南市　　　　　　　　　など

－ － －

前年度実績 今年度計画

取組目標値
指標名

100.0 100.0

30年度 31年度年度 27年度

・地方債（過疎債、辺地債）については、毎年５月に要望ヒアリングを実施し、事業実施上の助言や国との調整を行い、要望額の確保によって効果的な事業実施が可
能となるよう努めているが、過疎債ソフト事業については、平成２８年度に初めて発行限度額を超えた部分の要望に対して満額配分がなかった。
・各法に係る市町村計画の策定等においては、事前の周知や策定上の助言、国との調整を行うことで、円滑な作業実施を図っている。
・国の助成制度については、要望とりまとめの際に採択に向けた助言等を行っている。
・有人国境離島法が平成２８年４月に成立。新法の施策に関する提案・要望を平成２８年６月、７月に実施し、平成２８年１２月には特定有人国境離島地域を有する
８都道県共同で要望を実施するなど国への働きかけを行った。新法は平成２９年４月から施行され、新たな支援制度として、特定有人国境離島地域社会維持推進交付
金が創設された。

うち一般財源（千円） 7,614 8,050
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事　業　費（b）（千円） 13,614
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事務事業評価シート

目
的

（１）対象 特定地域振興法等対象地域住民

（２）意図 特定地域振興法の対象とする地域について、市町村が各種制度を適正に活用できるよう支援することにより、振興を図る。

　国、市町村、他県等と連携をとりながら、過疎地域自立促進特別措置法、離島振興法、半島振興法、山村振興法、有人国境離島法等の特定地域振興法に基づく
施策、事務が適切に行われるよう、市町村の支援を行う。

評価実施年度： 平成２９年度

28年度 29年度

100.0 100.0

事務事業の名称 特定地域振興法に関する事業の推進

事務事業担当課長 しまね暮らし推進課長　新田　誠 電話番号

上位の施策名称
施策２
市町村との更なる連携による行政の推進

地方債（過疎債、辺地債）の活用した市町村割合
目標値

地方債（過疎債、辺地債）の活用した市町村率

・要望額の増大
・国の交付金等の財政措置が十分でない

・国への制度拡充・強化について働きかけていく必要がある

％

前年度の課題を踏まえた
改善策の実施状況

②改善策を実施した（実施予定、一部実施含
む）

実績値

達成率

－

・地方債（過疎債、辺地債）総枠の十分な確保がなされていない。
・特定地域振興法に基づく国の交付金等について、十分な支援内容となっていないものもある

６.成果があったこと（改善されたこと）


